
 

今後の検討の進め方（案） 

 

 ＡＤＳ－Ｂ  

①「航空監視システム作業班中間報告書(案)」の修正版を９月 14 日開催予

定の委員会次回(第１０回)会合へ提出。 

②「航空無線通信委員会報告(案)」については、航空無線通信委員会次回(第

１０回)会合において承認された後、９月 26 日開催予定の情報通信審議会

情報通信技術分科会において航空無線通信委員会の森川主査より報告。 

③情通審より「ＡＤＳ－Ｂに係る無線設備の技術的条件」について総務大臣

あて答申。 

④上記③の答申を受け、総務省において関係法令を整備。 

 

 ＡＤＳ－Ｂ以外  

①「ＳＳＲモードＳ等の無線設備に関する技術的条件」（昭和６３年７月電

気通信技術審議会一部答申。以下「現行技術基準」という。）の全項目と

関連する国際標準の該当規定等とを紐付け、当該規定等の改正履歴等を調

査することにより、それぞれの改正の有無／当該理由／改正内容等を検討

するとともに、検討期間を設定。 

②上記①の検討状況について、本作業班次回(第５回)会合に報告。 

③本作業班を適宜開催。 

④上記の報告内容を、委員会第次々回(１１回)会合に報告。 

⑤本作業班を適宜開催。 

⑥本作業班（第Ｘ回）会合において、「航空監視システム作業班報告書(案)」

を作成。 
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【参考】流れ図 

会合 ＡＤＳ－Ｂ ＡＤＳ－Ｂ以外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ作 

(第３回) 

[7/6] 

 

 

 

 

委員会 

(第10回) 

[7/19] 

 

 

 

 

Ｓ作 

(第４回) 

[8/28] 

 

 

 

 

委員会 

(第10回) 

[9 中旬] 

 

 

 

 

 

情通審 

(第50回) 

[9/26] 

 

 

 

 

【作 業】 

 

 

 

 

Ｓ作 

(第５+ｎ回) 

[年内] 

 

 

 

 

 

 

委員会 

(第11回) 

[未定] 

  

 

 

Ｓ作 

(適宜) 

[未定] 

 

 

 

 

 

 

Ｓ作 

(第Ｘ回) 

[未定] 

 

 

 

（Ｓ作：航空監視システム作業班、委員会：航空無線通信委員会 

情通審：情報通信審議会情報通信技術分科会） 

航空無線通信委員会報告(案) 

 

◆関係法令の整備 

 

◆国際標準との比較 

⇒項目/規定間の紐付け 

⇒改正履歴の調査 

⇒改正の有無/理由/内容 

⇒検討期間の設定 

「現行技術基準」の見直し 

 

◆検討状況報告 

・現行技術基準見直し 

・その他必要な技術基準 

   

ＳＳＲモードＳ 

航空無線通信委員会報告(案) 

【修正版】 

ＡＤＳ－Ｂに係る無線設備の 

技術的条件 

 

◆現行技術基準見直し 

  検討状況中間報告 

ＳＳＲモードＳ 

航空監視システム作業班報告書(案) 

航空監視システム作業班 

中間報告書(案) 

航空監視システム作業班 

中間報告書(案) 【修正版】 

11


